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提出された意見と市の考え方 

 

■非核・平和都市宣言（案）の内容に関する意見 

 

■その他（参考として取り扱う意見） 

№ 
該当

ページ 
提出された意見 市の考え方 

１ ― 
一自治体が宣言しても意味が無いので、

大反対です。 

参考意見として承ります。 

２ １ 

なぜ今、田原市は非核・平和都市宣言を制

定をするのか。中国軍の海洋進出はある

が、核の脅威は高まっていない。田原市で

課題の解消に務める・なるとは、どう活動

するのでしょうか。 

 

核兵器の存在自体が脅威を高めていると

考えております。ご意見については、今後

の参考とし、原文のとおりとします。 

 

３ １ 

宣言文が安っぽい。一つ目の文章は田原

市の狭い地域の事で、二つ目の文章は世

界の事ですが「しかしながら」で繋いでい

るが関連性が無い。 

ご意見については今後の参考意見とし、

原文のとおりとします。 

４ １ 

「紛争、貧困、流行病の拡大などによっ

て」とあるが、貧困・流行病は宣言趣旨と

違う。 

貧困・流行病は平和が脅かされる要因と

考えております。ご意見については今後

の参考意見とし、原文のとおりとします。 

５ １ 

「核兵器の威嚇」とあるが「脅威」なら分

かるが、永続される宣言文に「核兵器の威

嚇」は相応しくない。 

 

ご意見については今後の参考意見とし、

原文のとおりとします。 

６ ― 

他市の宣言文は参考に検証したのです

か。またシンプルな宣言文にならないか。 

 

パブリックコメント実施前に他市の宣言

文も含め、関係者と協議した上で文案を

作成しています。 

７ １ 

「人類の共存を脅かす課題の解消に務め

る「非核・平和都市」となることを宣言し

ます。」とあるが、田原市で課題の解消に

務める・なるとは、どう活動するのでしょ

うか。 

人類の共存を脅かす課題に対し、本市と

してできることを行うという意味です。 
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８ ― 

ただ宣言するだけでなく、日本非核宣言

自治体協議会に加入するのか。年会費を

支払うのか。職員の業務が増えないか。 

加入は考えておりません。 

 

９ ― 

他の市町村で“非核平和都市”“平和都市宣

言”のモニュメントを見るが、モニュメン

トは不要です。 

 

ご意見については今後の参考意見としま

す。 

１０ ― 

募集の趣旨で「平和な暮らしを脅かす要

因は、難民問題や貧困問題、新型コロナウ

イルス感染症による感染拡大」とあるが

難民が平和な暮らしを脅かす要因です

か。また難民問題・貧困問題とあります

が、難民や貧困では無く問題をなぜ付け

るのですか。 

戦争や紛争が原因で難民や貧困が発生す

ることが問題と捉えております。ご意見

については今後の参考意見とし、原文の

とおりとします。 

１１ ― 

ロシアのウクライナ侵攻は世界に激しい

ショックを与えました。戦後 77 年、世界

の各国が協調して築き上げてきた平和の

秩序を踏みにじる行為が行われたからで

す。ロシア軍の即時撤退を求めた国連総

会決議が 141 か国の賛成で採択されたこ

とは当然ですが、一方では軍事力に対し

ては軍事力、軍事同盟の強化、軍備の拡大

といった危険な動きが台頭しています。

戦争か平和かの危機に直面しているとい

っても過言ではありません。こうした時

に田原市が非核・平和都市宣言を行うこ

とは時機に即した行為であり敬意を表し

ます。 

賛成意見として承ります。 

１２ ― 

戦争はいつも防衛のため、平和のためと

言って行われます。この言葉に惑わされ

ていなりません。平和は念願しているだ

けでは守れません。戦争をもたらす行為

に対しては反対の声を上げていかなけれ

ばなりません。沈黙は黙認に繋がってい

ます。市民の念願に応える力強い宣言と

するために次のことを呼び掛けてくださ

い。 

賛成意見として承ります。 

(1)本市宣言案にて「人類の共存を脅かす

課題の解消に努める」の記述により、ご

意見の意図は表現していると考えます

ので、原文のとおりとします。 

(2)核兵器の禁止、廃絶は「非核三原則」 

として遵守するものとしてとらえてい 

ますので、本宣言の中で明示すること 

はせず、原文のとおりとします。 



3 

 

(1)歴史が教えているように軍拡、軍事同

盟は対立を激化し戦争をもたらしま

す。軍縮、軍事同盟の解消を呼びかけ

ます。 

(2)世界のどこであれ、広島長崎の惨禍を

繰り返してはなりません。核兵器は非

人道的兵器です。直ちに禁止し、廃絶

することを呼びかけます。 

(3)国際紛争は、日本国憲法に基いて、軍

事力だけでなく、対話、外交、交流に

よって解決することを呼びかけます。 

(3)本市宣言案にて、「あらゆる国の人々と

の相互理解と協調によって、戦争や核

兵器のない世界の実現」との記述によ

り、ご意見の意図は表現していると考

えますので、原文のとおりとします。 

 


